
 

基本約款 

第1章  総則 

第1条 （約款の構成及び適用）  
１． 本約款は、株式会社ぐるなび（以下「当社」といいます）が自ら提供するサービ

ス（以下「当社サービス」といいます）及び提携会社サービス（本項に定義され
ます）において当社が媒介、代理、紹介その他の関与を行うサービス（以下「媒
介等サービス」といいます。当社サービスと媒介等サービスの各サービスを個
別に「個別サービス」といい、個別サービスを総称して「本サービス」といいます）、
並びに当社と提携する会社（以下「提携会社」といいます）のサービス（以下「提
携会社サービス」といいます）の利用を希望し、当社がこれを承諾した者（以下
「契約者」といいます）と当社との間で本サービスの利用にかかる取引を行うに
あたり、本サービスに共通して適用される基本的な契約条件を定めることを目
的とします。なお、本サービスの利用にかかる取引を行うにあたり、当社及び契
約者は、本約款に基づく基本契約（以下「基本契約」といいます）を締結します。 

２． 当社は、本約款のほか、個別サービスの利用にかかる取引に適用される契約
条件（名称及び形式の如何を問わず、以下「サービス約款」といい、本約款と
併せて以下「当社約款」といいます）を制定する場合があります。なお、個別サ
ービスの利用にかかる取引にあたり、当社及び契約者は、基本契約とは別に個
別サービスを利用するための契約（以下「個別契約」といいます）を締結します。 

３． 個別契約には、本約款及びサービス約款の両方が適用されます。 
４． サービス約款に定めのない事項に関しては、本約款の定めが適用され、サービ

ス約款の定めと本約款の定めが矛盾又は抵触する場合は、サービス約款の定
めが優先して適用されます。 

５． 契約者が最新の当社約款に同意した場合又は第 4 条（基本契約の締結及び
成立）の定めにより同意したものとみなされた場合、それまでに締結されたすべ
ての個別契約について、最新の当社約款が適用されます。 

６． 第三者のために契約者となる者（代理店等を指し、以下「代理店契約者」とい
います）が、自己の顧客（以下「代理店顧客」といいます）のために、自己の名で
基本契約及び個別契約を締結する場合、当社による承諾を必要とし、代理店
契約者は、当社に対し、代理店顧客のために基本契約及び個別契約を締結
する権限並びに基本契約及び個別契約に定める義務を履行するために必要
な一切の権限を有することを表明し、保証するものとします。 

７． 提携会社サービスを契約者が利用するにあたって、当社が媒介等サービスを
提供する場合であっても、契約者は自らを当事者として提携会社との間で提携
会社サービスの利用にかかる契約（以下「提携会社サービス契約」といいます）
を締結するものとし、当社は提携会社サービス契約の当事者にはなりません。
なお、提携会社が提携会社サービスにかかる約款、規約等（その名称を問わ
ず、以下総称して「契約条件」という）を制定している場合、当該契約条件が契
約者に対し適用され、契約者は当該契約条件を遵守するものとします。なお、
当社が媒介等サービスを提供するにあたり、当社は、かかる媒介等サービスに
ついてのサービス約款を制定する場合があります。 

８． 当社は、媒介等サービスを提供する場合であっても、提携会社サービスの内
容及び提携会社による提携会社サービスの履行について、何ら責任を負うもの
ではありません。 
 

第2条 （約款の変更） 
1. 当社は、当社約款に定める権利義務に影響を生じさせない形式的な変更につ

いては、契約者に通知することなく変更することができるものとします。 
2. 契約者の一般の利益に適合する当社約款の変更については、当社が申込書

等で指定する当社約款を掲載したウェブサイト（以下「約款ページ」といいます）
上に改定後の当社約款を掲載し周知することで、当社約款を変更することがで
きます。この場合、当社は変更の効力発生日（以下「改定日」といいます）を定
め、当該改定日をもって改定後の当社約款が適用されます。 

3. 当社約款の目的に反せず変更の必要性がある場合は、当社は、当社約款の
改定日の 2 週間（当社がこれより長い期間を定めた場合はかかる期間）前まで
に約款ページ上に改定後の当社約款を掲載し周知した上で、当社約款を変更
することができます。この場合、当該改定日をもって改定後の当社約款が適用
されます。なお、当社約款の変更例は、以下に掲げるとおりとしますが、これら
に限られません。 
（変更例） 
・新たな個別サービスの追加（有料の個別サービスを除く） 
・従前の個別サービスの陳腐化に伴う変更及び廃止 
・違法又は不当行為を防止するための禁止項目の追加 
・違法又は不当行為を防止するための権利の制限 
・個別サービスの品質を維持するための料金値上げ 等 

 
第３条（通知・届出） 
1. 当社から契約者に対する通知は、申請書等（次条第 1 項に定義されます。本

条において以下同じ）又は申込書等（第 7条第 2項に定義されます。本条にお
いて以下同じ）により当社に届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信、
契約者の住所への書面の送付又は当社のウェブサイト（以下「当社サイト」とい
います）若しくは契約者に提供する管理システム（以下「管理システム」といいま
す）への掲載等、当社が適当と判断した方法によるものとします。なお、当社が
電子メールの送信、書面の送付又は当社サイト若しくは管理システムへの掲載
により通知を行う場合、当該通知は、当社が電子メールを発信した時点、書面
を発送した時点又は当社サイト若しくは管理システムにおいて送信可能化した
時点で到達したものとみなします。 

2. 契約者は、申請書等又は申込書等の記載事項に変更が生じる場合は、事前
に（やむを得ない場合は事後遅滞なく）、当社に対し、当社所定の方法に従い、
届け出るものとします。 

3. 契約者は、自己の事業を第三者に承継させる場合（合併、会社分割、事業譲
渡等を含みますが、これらに限られません）、当社に対し、当社所定の方法に
従い、事前にその旨を届け出るものとします。当社は、当該届出の内容を確認
の上、契約者に対して必要な資料の提出等を要請することができ、契約者はこ
れに対応しなれければならないものとします。但し、当該届出をもって、第24条
（権利義務の譲渡等）に定める義務を免れないものとします。 

4. 当社から契約者への通知について、契約者はこれを確認するものとします。契
約者が当社からの通知を確認せず、又は契約者による届出義務の懈怠により
延着若しくは不到達となった場合、これによって、契約者に発生した損害につい

て、当社は一切責任を負わないものとします。 
 

第 2章 基本契約 

第４条（基本契約の締結及び成立） 
1. 本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます）は、本サービ

スの利用に先立ち、当社所定の新規取引申請書又は取引申請画面等（以下
併せて「申請書等」といいます）に必要事項を記入し、当社所定の手続きに従
って、当社に申請書等を提出又は送信（以下併せて「提出」といいます）するも
のとします。かかる申請書等の提出をもって、利用希望者が本約款に同意した
ものとみなされます。なお、申請書等の提出にあたって、契約者は、自己の事
業に必要な許認可等を取得していることを表明し、保証するものとします。 

2. 当社は、利用希望者による申請書等の提出後、利用希望者による本サービス
の利用の可否について当社所定の審査基準に従って審査します。なお、利用
希望者が以下の各号に該当する場合、利用希望者は本サービスを利用でき
ないことがあります。この場合、当社は、遅滞なく利用希望者に対しその旨を通
知します。但し、当社は、利用希望者に対し、審査基準を満たさない理由及び
本サービスを利用することができない理由を開示する義務を負わず、利用希望
者はこれに異議を述べることができないものとします。 
（１） 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用希望

者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断し
た場合 

（２） 申請書等の内容に虚偽記載があると当社が判断した場合 
（３） 事業に必要な許認可を取得していない場合 
（４） 利用希望者による本サービスの利用が当社の社会的信用を傷つけるお

それがあると当社が判断した場合 
（５） 利用希望者が、暴力団関係者その他反社会的団体に属する者に相当

する者又はこれらの者と関係性があると当社が判断した場合 
（６） その他、当社が利用希望者による本サービスの利用が不適当であると

判断した場合 
3. 利用希望者による申請書の提出等を当社が認めた日をもって、当社と利用希

望者との間で基本契約が成立します。 
 

第５条（基本契約の契約期間） 
1. 基本契約の契約期間は、前条第 3 項（基本契約の締結及び成立）に定める基

本契約の成立日より 1年間とします。 
2. 基本契約の契約期間満了日の 1 か月前までに一方当事者から他方当事者に

対し書面によって基本契約を更新しない旨の通知がなされた場合を除き、基
本契約は、同一条件にて 1 年間自動的に更新されるものし、以降も同様としま
す。 

 
第６条（基本契約の解約等） 
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対する何らの通

知及び催告なしに、基本契約を直ちに解除することができるものとします。この
場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務（個別契約に基づき負担
する債務を含むがこれに限られない）の期限の利益を当然に失い、これを直ち
に弁済するものとします。なお、本条による基本契約の終了は、当社の契約者
に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 
（１） 契約者が当社約款に違反した場合 
（２） 契約者が個別のサービスの支払いを滞り、当社からの催告にもかかわら

ず相当期間経過後も支払いがなされない場合 
（３） 契約者が審査基準を満たしていないことが事後的に判明した場合、又は

審査基準を満たさなくなったと当社が判断した場合 
（４） 契約者が自己の営業の停止又は廃止をした場合 
（５） 契約者が自己の営業について監督官庁による注意、勧告又は処分を受

けた場合 
（６） 契約者が自己の営業を行うために必要な許認可を有しない場合 
（７） 契約者が住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって

契約者の所在が不明となった場合 
（８） 契約者が仮差押え、仮処分、差押え若しくは競売の申立てを受け、破産

手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開
始若しくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立てを受け、
又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清
算手続開始若しくは特定調停手続開始その他これに類する手続の申立
てを自らした場合 

（９） 契約者が支払を停止し、又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を
受けた場合 

（１０） 契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合 
（１１） 前３号のほか、契約者の財産状態又は信用状態が悪化したと当社が判

断した場合 
（１２） 契約者が資本減少、合併、全部若しくは重要な一部の事業の譲渡又は

解散の決議をした場合 
（１３） 契約者が株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配関係が

変化し、従前の会社との同一性がなくなったと当社が判断した場合 
（１４） 契約者が死亡した場合 
（１５） 契約者による当社への過度な要求があった場合 
（１６） 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合 
（１７） その他契約者による基本契約及び個別契約の履行が困難であると当社

が判断した場合 
2. 当社は、基本契約の期間中においても、契約者に対し電子メール又は書面に

よる通知を行うことにより、基本契約を解約することができるものとします。 
3. 契約者は、基本契約の期間中においても、当社所定の方法に従い、解約希望

日の 1 か月前までに当社に対し当社所定の届出を行うことにより、解約希望日
をもって基本契約を解約することができるものとします。 

 

第 3章 個別契約 

第７条（個別契約の締結及び成立） 
1. 個別契約の締結は、個別サービスごとに行われるものとします。 
2. 個別サービスの利用申込みは、利用希望者が、当社所定の申込書及び申込

画面等（以下併せて「申込書等」といいます）に必要事項を記入し、当社に提
出することにより行われるものとします。かかる申込書等の提出をもって、利用
希望者がサービス約款に同意したものとみなされます。 

3. 当社は、利用希望者による個別サービスの利用にあたり審査基準を設けている



場合、申込書等に基づき、当社所定の審査に従って利用希望者による利用の
可否を審査するものとし、審査手続については、第 4条第 2項（基本契約の締
結及び成立）の定めを準用するものとします。 

4. 個別契約の成立は、サービス約款に定めるとおりとします。 
5. 利用希望者は、申込書等の提出後、申込を撤回することはできないものとしま

す。 
6. 個別契約の申込みにあたり、契約者は、契約者の役員又は社員（アルバイトを

含み、以下「役職員」といいます）に対し個別契約を締結する権限を付与するこ
とができるものとし、契約者は、当社に対し、個別契約の申込みを行う者が当該
権限を有していることを保証するものとします。 

 
第８条（個別契約の内容） 
1. 個別サービスの内容は、個別サービスごとの申込書、サービス約款及び当社

が作成した個別サービスの営業資料（以下「営業資料」といいます）において定
めるとおりとします。個別サービスの詳細は、当社が決定し、当社はこれを随時
自由に見直すことができるものとします。但し、第 2 条（約款の変更）の定めに
該当する変更を行う場合、第 2条（約款の変更）に定める手続きに則るものとし
ます。 

2. 個別サービスの契約期間、利用料金、支払条件等の詳細は個別サービスの
申込書又はサービス約款において定めるとおりとします。 

3. 契約者が個別契約を契約期間中に解約する場合、個別サービスの利用料金
については、いかなる場合であっても日割り計算は行いません。 

4. 当社は提携会社サービスの内容には関与しません。 
 
第 9 条（個別契約終了後の取扱い） 
個別契約が終了した場合、その終了事由の如何を問わず、終了時に未履行の債務が
あるときは、当該債務については、そのすべての履行が終了するまでは、本約款及び
サービス約款が適用されるものとします。 
 

第４章 契約者の責務 

第 10 条（禁止事項） 
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為（以下の各

号に該当するおそれがあると当社が判断する行為を含みます）を行ってはなら
ないものとします。 
（１） 公序良俗に反する行為 
（２） 犯罪行為に結び付く、又は犯罪行為を助長するような行為 
（３） 法令に違反する行為又は法令に違反する行為に結びつく行為 
（４） 著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権等第三者の権利を侵害する行

為 
（５） 特定の政治活動、思想活動、宗教活動を行い、又はこれらを助長する

行為 
（６） 第三者に対して迷惑を蒙らせる行為 
（７） 第三者に誤認混同を生じさせる行為 
（８） 当社若しくはその子会社その他の関係会社（以下併せて「当社グループ」

といいます）又は第三者の商品若しくはサービスを毀損する行為 
（９） 当社グループ又は第三者の社会的信用を傷つける行為 
（１０） ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行

為 
（１１） 当社若しくは第三者の設備、サーバー等に支障を及ぼす行為又は及ぼ

すおそれのある行為 
（１２） 本サービスの提供を妨害する又は妨害のおそれのある行為 
（１３） 本サービスの趣旨から逸脱した行為 
（１４） 当社が別途禁止する行為 
（１５） その他前各号に類する、又は前各号と実質的に同等の行為 

2. 前項各号のほか、当社は営業資料、当社サイト又は管理システム上において
禁止事項及び注意事項等（名称を問わず、契約者が守るべき事項）を別途定
めることができ、契約者はこれらを遵守するものとします。 

 
第 11 条（代理店契約者の代理店顧客に関する責任） 
1. 代理店契約者は、代理店顧客に対し、当社約款の定め（代理店契約者が同

意する当社の責任を制限する内容、代理店契約者が当社約款において負担
する義務及び責任に関する内容を含むがこれらに限られません）に同意をさせ
た上で、当社約款に定められる義務及び責任を負担させ、これらを遵守させる
責任を当社に対して負うものとします。 

2. 代理店契約者は、代理店顧客による個別サービスの利用に関し、個別契約に
定めるすべての義務及び責任を負うものとします。 

3. 当社、代理店契約者及び代理店顧客との間で紛争が生じた場合（但し、当該
紛争が当社の責に帰すべき事由により生じた場合を除きます）は、代理店契約
者は、当社を免責し、代理店契約者の責任と負担において、当該紛争から当
社を防御し、当該紛争を解決する責任を負うものとします。 

4. 前項の定めにかかわらず、当社が前項の紛争について、解決に向けた対応を
当社が行う必要があると判断した場合又は当社が対応せざるを得ない場合、
当社は、代理店契約者の同意を得ることなく、当該紛争に対応することができ
るものとします。代理店契約者は、当社が当該紛争に対応したことによって当
社に生じた費用全額(訴訟費用、弁護士費用を含むがこれらに限られない)を
負担するものとします。 

 
第 12 条（調査協力義務） 
当社は、以下の各号に該当する場合（以下の各号に該当するおそれがあると当社が
判断した場合も含みます）、契約者に対し、資料等の提出、状況報告その他必要な協
力を要請することができ、契約者はこれに協力するものとします。 

（１） 本サービスの利用に関し、契約者又は本サービスを利用する者による不
正利用等が生じた場合 

（２） 本サービスを通じた契約者自らのサービス（以下「契約者サービス」とい
います）の提供に関し、契約者が法令等に違反した場合 

（３） 本サービス又は契約者サービスの利用に関し、当社に対する契約者の
主張とそれらの利用者の主張が矛盾する場合 

（４） 本サービス又は契約者サービスにかかる紛争が生じた場合 
 

第５章 本サービスの提供の停止等 

第 13 条（本サービスの提供の停止等） 
1. 当社は、以下の各号に該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を予

告なく停止することができるものとします。 
（１） 当社グループの設備、サーバー又はシステムの保守、点検、バージョン

アップ、不具合等のために必要な場合 
（２） 電機通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合 
（３） 地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、疾病、

社会的混乱、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令その他政府に
よる行為等当社の責めに帰すべき事由によらず本サービスの提供が不
能又は困難な場合 

（４） 第三者のサービス又は施設を利用して本サービスを提供している場合で、
当該第三者の設備、サーバー又はシステムの保守、点検、バージョンア
ップ、不具合等当社の責めに帰すべき事由によらず本サービスの提供が
不能又は困難な場合 

2. 当社は、契約者が以下の各号に該当する場合（以下の各号に該当するおそれ
があると当社が判断した場合も含みます）、本サービスの全部又は一部の提供
を予告なく停止し、又は契約者による本サービスの利用の一部又は全部を制
限することができます。 
（１） 契約者が当社約款に違反し、当社からの改善要請に応じない場合 
（２） 契約者、契約者の役職員その他の関係者が逮捕、起訴された場合 
（３） 契約者による本サービスの利用料金その他当社への支払が遅滞した場

合 
（４） その他当社が合理的な理由により契約者に対する本サービスの提供を

不適当と判断した場合 
3. 前 2 項の定めに基づき、当社が本サービスの全部又は一部の提供を停止した

場合に、契約者が被った損害について、当社は賠償する責任を負いません。ま
た、当該停止期間中の本サービスの利用料金は減額されず、契約者は、当該
停止期間における本サービスの利用料金を支払うものとします。 

 
第 14 条（本サービスの廃止等） 
1. 当社は、社会情勢、ユーザー動向の変化等に対応するため、本サービスの内

容を変更又は廃止することがあります。この場合、相当期間をもって契約者に
対し通知を行うものとします。但し、行政機関、司法機関その他の公的機関に
よる命令、処分、要請等により直ちに本サービスを廃止する必要が生じたと当
社が判断したときは、契約者に事前の通知を行うことなく直ちに廃止することが
できます。 

2. 前項に基づき本サービスを変更又は廃止する場合、当該変更又は廃止により
契約者が被った損害について、当社は賠償する責任を負いません。 

 

第６章 知的財産権等 

第 15 条（知的財産権等） 
1. 契約者が当社に提供した契約者若しくは代理店顧客に関する情報（以下「契

約者情報」といいます）に関する権利（特許権、商標権、著作権等の知的財産
権その他一切の権利をいいます）は、契約者又は代理店顧客に帰属します。 

2. 以下の各号に掲げる本サービスにかかる情報（契約者情報は除きます）に関す
る権利（特許権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利をいいま
す）は、当社又はその権利を有する者に帰属します。 
（１） 当社サイト、管理システム若しくは本サービスにおいて提供される文章、

画像、動画、プログラムその他の文字、図形、色彩、音声若しくは映像又
はこれらを組み合わせたもの 

（２） 当社サイト、管理システム若しくは本サービスにおいて提供される著作物
その他本サービスを構成する情報（デザイン、レイアウト若しくは構成を含
むがこれらに限られない） 

3. 当社は、本サービスに関連して収集した情報を当社の事業の範囲内において
使用することができます。 
 

第７章 秘密情報及び個人情報の取扱い 

第 16 条（秘密保持） 
1. 当社及び契約者は、相手方が開示の際に秘密の旨を表示して開示した情報

（以下「秘密情報」といいます）を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第
三者に開示又は漏洩してはならず、また本サービスの提供の目的並びに権利
の行使及び義務の履行以外に使用してはならないものとします。 

2. 前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情
報に含まれません。 
（１） 開示された時点ですでに公知であった情報又は既に当社若しくは契約

者が適法に保有していた情報 
（２） 開示後、当社又は契約者の責によらず、公知となった情報 
（３） 当社又は契約者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から入手した情

報 
（４） 当社又は契約者が独自に開発した情報 

3. 第 1 項の定めにかかわらず、行政機関、司法機関その他の公的機関、金融商
品取引所等から、法令上・規則（金融商品取引所の定める規程・規則を含む）
上の正当な権限に基づき強制力をもって秘密情報の開示を要請された場合、
当社又は契約者は、強制された範囲で秘密情報を開示することができるものと
します。但し、この場合、当社又は契約者は、開示前又はやむを得ない場合は
開示後遅滞なく相手方に対しその旨を通知しなければならないものとします。 

4. 第 1 項の定めにかかわらず、当社及び契約者は、必要な範囲において、自己
又はその子会社の役職員、弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザ
ーに対して、秘密情報を開示できるものとします。 

 
第 17 条（個人情報の取り扱い等） 
1. 当社は、個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報保護法（個人情報保護

法ガイドライン・指針その他関連する法令等を含みます。本条において以下同
じ）及び当社サイト上において定める「プライバシーポリシー」に従って、適切に
取り扱うものとします。 

2. 当社は、契約者が、当社約款に違反し、本サービスの提供を妨害した場合、本
サービスの提供を確保するため必要と当社が認める範囲で契約者の通信の秘
密に属する情報の一部を第三者に提供することができるものとします。 

3. 契約者は、本サービスの利用により取得した個人情報を個人情報保護法に従
って、適切に取り扱うものとします。 

 

第８章 その他一般条項 



第 18 条（非保証） 
当社は、サービス約款に別段の定めがある場合を除き、契約者への本サービスの提
供に関し、明示的又は黙示的であるかを問わず、期待若しくは特定の目的への適合性、
機能及び効果の有効性、完全性、有用性又はシステムへの脅威に対する安全性につ
いていかなる保証も行いません。 
 
第 19 条（損害賠償） 
1. 本約款で当社の損害賠償責任が免責されている場合を除き、本サービスに起

因し又はこれに関連して、当社が契約者又は代理店顧客に対し負担する責任
は、請求原因の如何を問わず、原因行為のための直接の結果として現実に発
生した通常損害（予見可能性の有無にかかわらず特別損害、間接損害、逸失
利益を含まない）の範囲に限られ、かつ、原因行為となった個別契約の利用料
金（個別契約が年間契約のサービスの場合は、年額の利用料金の１/２）に相
当する額を上限とします。但し、当社に故意又は重大な過失が認められる場合
はこの限りではありません。 

2. サービス約款に損害賠償の定めがある場合は当該サービス約款の定めが優先
して適用されるものとします。 

3. 前項に定める当社の賠償責任の定めは、債務不履行、不法行為その他法律
構成の如何を問わず適用されます。 

4. 契約者又は役職員その他契約者の関係者が本約款に違反する行為により当
社に損害を与えた場合、契約者は、当社に対し、その損害を賠償するものとし
ます。 

 
第 20 条（相殺） 
当社は、基本契約及び個別契約に基づき契約者に対して負担する金銭債務があ
る場合、基本契約及び個別契約に基づき当社が契約者に対して有する金銭債権
と当社が契約者に対して負担する金銭債務とを、当社が契約者に対して有する金
銭債権（契約者が当社に負担する金銭債務）の弁済期の到来後に対当額をもって
相殺することができるものとします。 

 
第２１条（反社会的勢力の排除） 
1. 当社及び契約者は、相手方に対し、以下の各号のいずれにも該当しないこと、

また各号のいずれにも関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを確約するものとします。当社及び契約者は、前項各号のいずれかに該
当することとなった場合、又は同各号のいずれかと関係が生じた場合は、直ち
に相手方に通知するものとします。 
（１） 暴力団 
（２） 暴力団員（暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者を含む） 
（３） 暴力団準構成員 
（４） 暴力団関係企業 
（５） 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 
（６） その他前各号に準ずる者（以下、前各号に該当する者を含み、総称して

「反社会的勢力」といいます） 
2. 当社又は契約者は、前項に定める通知を受領した場合又は相手方が前項の

各号に該当する者であることが判明した場合、何らの通知又は催告を要せず、
基本契約及び個別契約を解除することができるものとします。 

3. 当社及び契約者は、自ら又は第三者をして以下の各号に該当する行為を行わ
ないことを確約するものとします。 
（１） 暴力的要求行為 
（２） 法的な責任を超えた不当な要求 
（３） 取引に関して、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は

業務を妨害する行為 
（４） 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」において禁止され

ている行為 
（５） 自身が前項各号に該当する者である、又はその関係者である旨を伝え

るなどする行為 
（６） その他前各号に準ずる行為 

4. 当社及び契約者は、相手方が前項に違反した場合には、相手方に対し、何ら
の催告なしに基本契約及び個別契約を解除することができるものとします。本
条に違反した当事者は、相手方に対して負担する一切の債務（個別契約に基
づき負担する債務を含むがこれに限られない）の期限の利益を当然に失い、こ
れを直ちに弁済する。なお、本条による個別契約の解除は、本条の違反者に
対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

5. 当社及び契約者は、相手方が反社会的勢力に該当すると判断した場合、相
手方に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、相手方は
これに速やかに応じるものとします。相手方がこれに速やかに応じず、誠実に対
応しない場合、相手方に対し、何らの催告なしに基本契約及び個別契約を解
除することができるものとします。 

 
第 22 条（不可抗力） 
当社は、天災、地変、戦争、騒乱、伝染病、疫病、労働争議、火災、法令の制定若し
くは改廃、政府又は地方公共団体による規制その他の行為、運送事業者又は電気若
しくは通信事業者その他の第三者による履行遅滞、債務不履行その他の不可抗力に
より直接的又は間接的に引き起こされた、基本契約及び個別契約に基づく債務の履
行遅滞その他の債務不履行について、契約者にいかなる責任も負わないものとします。 
 
第 23 条（再委託） 
当社は、当社の責任において、本サービスの提供にかかる業務の全部又は一部を第
三者に委託することができるものとします。 
 
第 24 条（権利義務の譲渡等） 
1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、基本契約若しく

は個別契約上の地位を承継させ、または基本契約若しくは個別契約によって
生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供する
ことはできません。 

2. 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若し
くは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を
包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、基本契約若しくは個
別契約上の地位、権利及び義務並びに契約者情報を当該事業譲渡等の譲
受人又は承継人に譲渡することができるものとし、契約者はあらかじめこれに同
意するものとします。 

 
第 25 条（完全合意） 
基本契約及び個別契約の契約締結以前における当社及び契約者間の明示又は黙示

の合意、協議、申し入れは、基本契約及び個別契約の内容と矛盾又はこれに抵触す
る場合はその効力を有しない。 
 
第 26 条（分離可能性） 
本約款及びサービス約款について、いずれかの条項又はその一部が、法令により無効
又は執行不能と判断された場合であっても、当該約款の残りの条項及び一部が無効
又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものと
します。 
 
第 27 条（存続条項） 
1. 終了事由の如何を問わず、基本契約又は個別契約が終了した場合であっても、

当該終了時に本約款及びサービス約款に基づく未履行の債務があるときは、
当該債務については、その全ての履行が終了するまで本約款及びサービス約
款が適用されます。 

2. 前項のほか、終了原因の如何を問わず、第 9 条（個別契約終了後の取扱い）、
第 11条（代理店契約者の代理店顧客に関する責任）、第 12条（調査協力義
務）、第 15条（知的財産権等）、第 16条（秘密保持）、第 18条（非保証）、第
19条（損害賠償）、第20条（相殺）、第21条第4項（反社会的勢力の排除）、
第 24 条（権利義務の譲渡等）、第 25 条（完全合意）、第 26 条（分離可能
性）、本条及び第 28 条（準拠法及び裁判管轄）は、有効に存続します。但し、
第 16条（秘密保持）については、3年に限り存続します。 

 
第２８条（準拠法及び裁判管轄） 
1. 基本契約及び個別契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準

拠します。 
2. 契約者及び当社は、基本契約又は個別契約に起因し、又はこれに関連する一

切の争訟について、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第
一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。 
 

第２９条（旧約款等の失効） 
基本契約の成立時において、契約者に当社が別途定める「レストラン加盟条件」及び
「販促年間パック利用条件」（以下あわせて「旧約款等」といいます）が適用されていた
場合は、旧約款等は以下のいずれかの日付をもって失効します。 

(1) 2021年 8月 3日から 2021年 8月 31日までに基本約款が成立した場合    
失効日：2021年 9月 1日 

(2) 2021年 9月 1日以降に基本約款が成立した場合 
失効日：基本約款が成立した日 

  
 
 

改定日 2021年 9月１日 


